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広
島
県
農
業
会
議
会
則

 

 

昭
和
二
十
九
年
八
月
十
八
日 

 

制
定 

昭
和
三
十
二
年
八
月
二
十
九
日 

改
正 

昭
和
三
十
三
年
三
月
二
十
八
日 

改
正 

昭
和
三
十
三
年
八
月
二
十
二
日 

改
正 

昭
和
三
十
五
年
三
月
二
十
五
日 

改
正 

昭
和
五
十
五
年
十
月
九
日 

 
 

改
正 

昭
和
五
十
八
年
三
月
三
十
一
日 

改
正 

平
成
三
年
十
二
月
五
日 

 
 

 

改
正 

平
成
六
年
十
月
四
日 

 
 

 
 

改
正 

平
成
七
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

改
正 

平
成
八
年
八
月
二
十
三
日 

 
 

改
正 

平
成
九
年
四
月
九
日 

 
 

 
 

改
正 

平
成
十
二
年
四
月
一
日 

 
 

 

改
正 

平
成
十
三
年
四
月
十
二
日 

 
 

改
正 

平
成
十
四
年
四
月
四
日 

 
 

 

改
正 

平
成
十
四
年
八
月
二
十
二
日 

 

改
正 

平
成
十
六
年
四
月
二
十
日 

 
 

改
正 

平
成
十
七
年
四
月
二
十
五
日 

 

改
正 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
六
日
改
正 

平
成
二
十
三
年
五
月
九
日 

 
 

改
正 

 

平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日 

 

改
正 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
一
章 

総 

則 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
農
業
会
議
は
、
農
民
の
公
正
な
意
見
を
反
映
し
、
農
業
の
立
場
を
代
表
す
る
組
織
と
し
て
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ 

り
、
農
業
生
産
力
の
発
展
及
び
農
業
経
営
の
合
理
化
を
図
り
、
農
民
の
地
位
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
名
称
） 
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第
二
条 

こ
の
農
業
会
議
は
、
広
島
県
農
業
会
議
と
い
う
。 

（
地
区
） 

第
三
条 
こ
の
農
業
会
議
の
地
区
は
、
広
島
県
の
区
域
と
す
る
。 

（
事
務
所
の
所
在
地
） 

第
四
条 

こ
の
農
業
会
議
の
主
た
る
事
務
所
を
広
島
市
に
置
き
、
従
た
る
事
務
所
を
こ
の
農
業
会
議
の
総
会
で
別
に
定
め
る
地
に
置
く 

こ
と
が
で
き
る
。 

（
業
務
） 

第
五
条 

こ
の
農
業
会
議
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
左
の
業
務
を
行
う
。 

 

一 

農
地
法
、
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
そ
の
他
の
法
令
に
よ
り
、
こ
の
農
業
会
議
の
所
掌
に
属
せ
ら
れ
た
事
項 

 

二 

農
業
及
び
農
民
に
関
し
意
見
を
公
表
し
、
行
政
庁
に
建
議
し
、
ま
た
は
諮
問
に
応
じ
て
答
申
す
る
こ
と 

 

三 

農
業
及
び
農
民
に
関
す
る
情
報
提
供          

 

 

四 

農
業
及
び
農
民
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究 

 

五 

農
業
委
員
会
の
委
員
、
職
員
等
の
講
習
及
び
研
修 

 

六 

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
農
業
委
員
会
に
対
し
助
言 

 
 

そ
の
他
の
協
力
を
行
う
こ
と 

 

七 

第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務 

（
公
告
の
方
法
） 

第
六
条 

こ
の
農
業
会
議
の
公
告
は
、
こ
の
農
業
会
議
の
主
た
る
事
務
所
に
、
ま
た
は
従
た
る
事
務
所
に
掲
示
し
て
こ
れ
を
し
、
か
つ
、 

必
要
が
あ
る
と
き
は
中
国
新
聞
に
掲
載
し
て
こ
れ
を
す
る
。 
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第
二
章 

会
議
員 

 
（
会
議
員
た
る
者
） 

第
七
条 
左
に
掲
げ
る
者
は
、
こ
の
農
業
会
議
の
会
議
員
と
す
る
。 

 

一 

こ
の
農
業
会
議
の
地
区
内
の
市
町
に
置
か
れ
る
農
業
委
員
会
（
市
町
の
区
域
内
に
二
以
上
の
農
業
委
員
会
が
あ
る
場
合
に
は
、 

 

当
該
二
以
上
の
農
業
委
員
会
が
協
議
し
て
一
を
限
り
定
め
た
農
業
委
員
会
）
の
会
長
。
た
だ
し
、
当
該
会
長
が
農
業
委
員
会
（
市 

 

町
の
区
域
内
に
二
以
上
の
農
業
委
員
会
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
二
以
上
の
農
業
委
員
会
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の 

 

意
見
を
聴
い
て
、
農
業
委
員
会
の
委
員
の
う
ち
か
ら
会
議
員
と
な
る
べ
き
者
一
人
を
指
名
し
た
と
き
は
、
そ
の
者 

 

二 

広
島
県
農
業
協
同
組
合
中
央
会
が
本
人
の
同
意
を
得
て
推
薦
し
た
そ
の
会
長
、
副
会
長
ま
た
は
理
事
の
う
ち
一
人 

 

三 

広
島
県
農
業
共
済
組
合
連
合
会
が
本
人
の
同
意
を
得
て
推
薦
し
た
そ
の
理
事
一
人 

 

四 

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
農
業
会
議
が
第
二 

 

項
に
お
い
て
指
定
し
た
も
の
及
び
会
長
が
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
て
公
告
し
た
も
の
が
、
そ
の
協
議
に
よ
り
本
人
の
同
意 

 

を
得
て
、
そ
の
理
事
（
農
業
協
同
組
合
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
経
営
管
理
委
員
を
置
く
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合 

 

連
合
会
に
あ
っ
て
は
、
理
事
ま
た
は
経
営
管
理
委
員
）
の
う
ち
か
ら
四
人
以
内
に
お
い
て
推
薦
し
た
者 

 

五 

規
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
農
業
会
議
が
第
三
項
に
お
い
て
指
定
し
た
も
の
ま
た
は
会
長
が
第
四
項
の
規
定
に
よ
り 

 

指
定
し
て
公
告
し
た
も
の
が
、
そ
の
協
議
に
よ
り
本
人
の
同
意
を
得
て
、
そ
の
理
事
（
法
人
で
な
い
団
体
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表 

 

者
。
以
下
第
九
条
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
か
ら
三
人
以
内
に
お
い
て
推
薦
し
た
者 

 

六
（
一
）
全
国
共
済
農
業
協
同
組
合
連
合
会
が
、
本
人
の
同
意
を
得
て
推
薦
し
た
広
島
県
選
出
理
事
ま
た
は
広
島
県
本
部
長
及
び
全 

 

国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
が
本
人
の
同
意
を
得
て
推
薦
し
た
広
島
県
選
出
理
事
ま
た
は
広
島
県
本
部
長 

 
 

（
二
）
農
業
に
関
し
学
識
経
験
を
有
す
る
も
の
に
つ
き
、
会
長
が
本
人
の
同
意
を
得
て
五
人
以
内
に
お
い
て
指
名
し
た
者 

２ 

左
に
掲
げ
る
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
は
、
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
四
号
の
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同 
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組
合
連
合
会
と
す
る 

 
 

広
島
市
中
区
大
手
町
四
丁
目
六
番
一
号 

 
 

広
島
県
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会 

広
島
市
中
区
大
手
町
三
丁
目
十
三
番
十
八
号 

広
島
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会 

竹
原
市
忠
海
町
一
丁
目
二
番
一
七
号 

 
 

 

広
島
県
果
実
農
業
協
同
組
合
連
合
会 

三
次
市
東
酒
屋
町
三
〇
六
番
六
五
号 

 
 

 

広
島
県
酪
農
業
協
同
組
合 

３ 

左
に
掲
げ
る
団
体
は
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
五
号
の
団
体
と
す
る 

 
 

広
島
市
中
区
鉄
砲
町
四
番
一
号 

 
 

 
 

 

広
島
県
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会 

 
 

広
島
市
中
区
大
手
町
四
丁
目
二
番
一
六
号 

 

一
般
財
団
法
人
広
島
県
森
林
整
備
・
農
業
振
興
財
団 

 
 

広
島
市
中
区
大
手
町
四
丁
目
七
番
三
号      

広
島
県
農
業
信
用
基
金
協
会 

４ 

会
長
は
、
規
則
第
十
一
条
及
び
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
並
び
に
団
体
を
指
定
し
よ
う 

と
す
る
と
き
は
、
こ
の
農
業
会
議
の
総
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
八
条 

左
に
掲
げ
る
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
会
議
員
と
な
ら
な
い
。 

 

一 

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
そ
の
執
行
を
終
る
ま
で
の
者 

 

二 

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者 

第
九
条 

会
議
員
は
、
左
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
会
議
員
た
る
地
位
を
失
う
。 

 

一 

死
亡
し
た
と
き 

 

二 

前
条
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き 

 

三 

第
七
条
第
一
項
第
一
号
本
文
の
規
定
に
よ
り
会
議
員
と
な
っ
た
農
業
委
員
会
の
会
長
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
当
該
農
業
委
員 

 

会
の
会
長
で
な
く
な
っ
た
と
き
、
ま
た
は
同
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
指
名
が
あ
っ
た
と
き 

 

四 

第
七
条
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
指
名
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
農
業
委
員
会
の
委
員
た
る
身
分 
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を
失
っ
た
と
き
、
ま
た
は
そ
の
者
に
つ
き
そ
の
者
が
会
議
員
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
当
該
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
任 

 
期
が
満
了
し
た
と
き                                                           

 

 

五 
第
七
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
会
議
員
及
び
第
六
号
（
一
）
の
会
議
員
が
、
当
該
団
体
の
理
事
（
広
島
県
農
業
協 

 

同
組
合
中
央
会
に
あ
っ
て
は
、
会
長
、
副
会
長
ま
た
は
理
事
、
経
営
管
理
委
員
を
置
く
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合 

 

会
に
あ
っ
て
は
理
事
ま
た
は
経
営
管
理
委
員
並
び
に
広
島
県
本
部
長
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
な
く
な
っ
た
と
き
、 

 

ま
た
は
そ
の
者
に
つ
き
そ
の
者
が
会
議
員
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
当
該
団
体
の
理
事
の
任
期
が
満
了
し
た
と
き 

 

六 

第
七
条
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
指
名
を
受
け
た
者
及
び
同
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
会
議
員
に
あ
っ
て 

 

は
、
会
議
員
を
辞
す
る
こ
と
に
つ
い
て
他
の
会
議
員
の
過
半
数
の
同
意
を
得
た
と
き 

  
 

 
 

 
 

 
 

第
三
章 

賛
助
員 

 

（
賛
助
員
の
設
置
） 

 

第
十
条 

こ
の
農
業
会
議
に
賛
助
員
を
置
く
。 

２ 

賛
助
員
た
る
資
格
を
有
す
る
者
は
左
の
通
り
と
す
る
。 

 

一 

市
及
び
町 

 

二 

第
七
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
会
議
員
を
推
薦
す
る
関
係
団
体
（
法
人
で
な
い
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
） 

三 

第
七
条
第
一
項
第
六
号
の
会
議
員
の
う
ち
農
業
団
体
の
会
議
員
が
所
属
す
る
団
体 

 

四 

前
各
号
の
ほ
か
、
こ
の
農
業
会
議
の
趣
旨
に
賛
同
し
、
か
つ
、
こ
の
農
業
会
議
の
総
会
の
承
認
を
経
た
も
の 

（
加
入
） 

第
十
一
条 

こ
の
農
業
会
議
の
目
的
及
び
業
務
に
賛
同
し
て
賛
助
員
と
し
て
加
入
す
る
こ
と
を
申
し
出
て
、
こ
の
農
業
会
議
の
総
会
の 

承
認
を
経
、
別
に
定
む
る
と
こ
ろ
に
よ
り
加
入
金
を
納
入
し
た
も
の
は
賛
助
員
と
な
る
。 
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（
意
見
の
具
申
） 

第
十
二
条 

賛
助
員
は
、
会
長
の
諮
問
に
応
じ
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
き
ょ
出
金
） 

第
十
三
条 
賛
助
員
は
、
こ
の
農
業
会
議
の
総
会
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
年
度
き
ょ
出
金
を
き
ょ
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
。 

（
脱
退
） 

第
十
四
条 

賛
助
員
は
、
左
に
掲
げ
る
場
合
に
は
脱
退
す
る
。 

 

一 

死
亡
ま
た
は
解
散
し
た
と
き 

 

二 

第
八
条
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き 

２ 

賛
助
員
は
、
六
十
日
前
ま
で
に
予
告
し
、
事
業
年
度
の
終
わ
り
に
お
い
て
脱
退
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

第
四
章 

役 

員 

（
定
数
） 

第
十
五
条 

こ
の
農
業
会
議
に
役
員
と
し
て
会
長
一
人
及
び
副
会
長
二
人
を
置
く
。 

 

（
選
挙
） 

第
十
六
条 

会
長
及
び
副
会
長
は
、
会
議
員
の
総
数
の
過
半
数
が
出
席
し
た
こ
の
農
業
会
議
の
総
会
に
お
い
て
、
会
議
員
が
選
挙
す
る
。 

２ 

会
長
及
び
副
会
長
は
、
会
議
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
七
条 

会
長
及
び
副
会
長
の
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
は
、
そ
の
任
期
満
了
の
日
の
一
ヵ
月
前
か
ら
一
週
間
前
ま
で
の
間
に
お
い
て 

行
う
。 
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２ 

会
長
ま
た
は
副
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
会
議
員
は
遅
滞
な
く
補
欠
の
会
長
ま
た
は
副
会
長
を
選
挙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
八
条 

選
挙
は
、
会
長
及
び
副
会
長
の
別
に
行
う
も
の
と
し
、
会
長
の
選
挙
に
あ
っ
て
は
単
記
無
記
名
投
票
に
よ
り
、
副
会
長
に 

 

あ
っ
て
は
二
人
連
記
無
記
名
投
票
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
副
会
長
が
一
名
欠
け
た
と 

 

き
の
選
挙
に
あ
っ
て
は
、
単
記
無
記
名
投
票
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

左
に
掲
げ
る
投
票
は
無
効
と
す
る
。 

 

一 

所
定
の
用
紙
を
用
い
な
い
も
の 

 

二 

選
挙
さ
れ
る
会
長
ま
た
は
副
会
長
の
氏
名
の
ほ
か
他
事
を
記
載
し
た
も
の
（
官
位
、
職
業
、
身
分
、
住
所
ま
た
は
敬
称
の
類
を 

 

記
入
し
た
も
の
を
除
く
。
） 

 

三 

選
挙
さ
れ
る
人
の
何
者
で
あ
る
か
確
認
し
難
い
氏
名
を
記
載
し
た
も
の 

 

四 

会
議
員
で
な
い
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
も
の 

 

五 

選
挙
さ
れ
る
人
の
氏
名
を
自
書
し
な
い
も
の 

 

六 

前
項
本
文
の
副
会
長
の
選
挙
に
あ
っ
て
は
一
投
票
中
に
三
人
以
上
、
そ
の
他
の
選
挙
に
あ
っ
て
は
一
投
票
中
に
二
人
以
上
の
会 

 

議
員
の
氏
名
を
記
載
し
た
も
の 

３ 

投
票
の
可
否
及
び
効
力
に
関
し
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
農
業
会
議
の
総
会
で
こ
れ
を
決
す
る
。 

第
十
九
条 

会
長
及
び
副
会
長
の
選
挙
は
、
有
効
投
票
の
最
多
数
を
得
た
も
の
を
も
っ
て
当
選
者
と
す
る
。 

２ 

当
選
者
を
定
め
る
場
合
、
得
票
数
が
同
一
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
会
長
ま
た
は
こ
の
農
業
会
議
の
総
会
で
指
名
し
た
者
が
く 

じ
に
よ
り
当
選
者
を
定
め
る
。 

第
十
九
条
の
二 

前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
会
に
出
席
し
た
会
議
員
中
に
異
議
が
な
い
と
き
は
、
会
長
及
び
副
会
長
の
選
挙 

に
つ
き
、
投
票
に
よ
ら
な
い
で
指
名
推
薦
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
方
法
に
よ
り
選
挙
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
会
長
は
、
被
指
名
人
を
も
っ
て
当
選
人
と
定
め
る
べ
き
か
ど
う
か
を
総
会 
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に
諮
り
、
会
議
員
の
全
員
の
同
意
が
あ
っ
た
者
を
も
っ
て
当
選
人
と
す
る
。 

３ 
指
名
推
薦
の
方
法
に
よ
り
二
人
以
上
を
選
挙
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
被
指
名
人
を
区
分
し
て
前
項
の
規
定
を
適
用
し
て
は
な
ら 

な
い
。 

第
二
十
条 
こ
の
農
業
会
議
は
、
選
挙
の
顛
末
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
選
挙
録
を
作
成
し
、
会
長
及
び
こ
の
農
業
会
議
の
総
会
で
指
名 

さ
れ
た
選
挙
録
署
名
者
二
人
以
上
が
、
こ
れ
に
署
名
ま
た
は
記
名
捺
印
し
て
保
管
す
る
。 

第
二
十
一
条 

当
選
者
が
決
定
し
た
と
き
は
、
会
長
は
、
遅
滞
な
く
当
選
の
旨
を
当
選
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
通
知
を
発
し
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
当
選
を
辞
す
る
旨
の
届
出
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
当
選
を
承
諾
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
二
十
二
条 

当
選
者
が
、
前
条
第
二
項
の
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
当
選
を
辞
し
た
と
き
、
ま
た
は
会
議
員
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、 

会
長
は
遅
滞
な
く
第
十
九
条
の
例
に
よ
っ
て
当
選
者
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
当
選
者
が
決
定
し
た
場
合
に
は
、
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

第
二
十
三
条 

会
長
は
、
第
二
十
一
条
第
二
項
の
期
間
満
了
の
翌
日
、
当
選
者
の
住
所
及
び
氏
名
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

当
選
者
は
、
前
項
の
公
告
が
あ
っ
た
と
き
に
会
長
ま
た
は
副
会
長
に
就
任
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
四
条 

会
長
及
び
副
会
長
の
選
挙
に
関
す
る
事
項
は
、
法
令
及
び
こ
の
会
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
農
業 

会
議
の
総
会
で
定
め
る
。 

 

（
職
務
） 

第
二
十
五
条 

会
長
は
、
こ
の
農
業
会
議
を
代
表
し
会
務
を
総
理
す
る
。 

２ 

副
会
長
は
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
が
欠
け
た
と
き
、
ま
た
は
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
会
長
が
定
め
た
順
位
に
従
い
、 

そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。 

第
二
十
六
条 

会
長
及
び
副
会
長
が
と
も
に
欠
け
た
と
き
、
ま
た
は
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
常
任
会
議
員
の
う
ち
か
ら
互
選
し
た
者
が 
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そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。 

（
任
期
） 

第
二
十
七
条 

会
長
及
び
副
会
長
の
任
期
は
三
年
と
す
る
。
た
だ
し
再
任
は
妨
げ
な
い
。 

２ 

会
長
及
び
副
会
長
の
任
期
は
、
前
任
者
の
任
期
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
。 

３ 

第
十
七
条
第
二
項
で
規
定
す
る
選
挙
に
よ
っ
て
就
任
し
た
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 

４ 

会
長
及
び
副
会
長
は
、
法
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
会
議
員
た
る
地
位
を
失
っ
た
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
う
。 

（
辞
任
） 

第
二
十
八
条 

会
長
及
び
副
会
長
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
は
辞
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

第
五
章 

総 
会 

（
招
集
） 

第
二
十
九
条 

会
長
は
、
原
則
と
し
て
毎
年
二
回
総
会
を
招
集
す
る
。 

第
三
十
条 

会
長
は
、
左
に
掲
げ
る
場
合
に
は
臨
時
に
総
会
を
招
集
す
る
。 

 

一 

会
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き 

 

二 

会
議
員
の
三
分
の
一
以
上
の
者
か
ら
、
書
面
で
総
会
に
附
議
す
べ
き
事
項
を
示
し
て
総
会
を
招
集
す
べ
き
旨
の
請
求
が
あ
っ
た 

 

と
き 

第
三
十
一
条 

会
長
は
、
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
少
な
く
と
も
会
日
の
七
日
前
に
書
面
を
も
っ
て
総
会
に
附
議
す
べ
き
事
項
、 

日
時
及
び
場
所
を
会
議
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
緊
急
を
要
す
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

（
定
足
数
） 

第
三
十
二
条 

総
会
は
、
会
議
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。 
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（
会
議
の
延
長
又
は
続
行
） 

第
三
十
三
条 

総
会
は
、
そ
の
議
決
に
よ
っ
て
延
長
ま
た
は
続
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
議
決
事
項
） 

第
三
十
四
条 

総
会
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
議
決
す
る
。 

 

一 

第
五
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
行
政
庁
の
諮
問
に
対
す
る
答
申 

 

二 

会
則
の
変
更 

 

三 

毎
事
業
年
度
の
事
業
計
画
の
設
定
、
変
更
ま
た
は
廃
止 

 

四 

毎
事
業
年
度
の
収
支
予
算
の
設
定
ま
た
は
変
更 

 

五 

毎
事
業
年
度
の
事
業
報
告
及
び
収
支
決
算
の
承
認 

 

六 

こ
の
会
則
を
執
行
す
る
た
め
必
要
な
規
則
の
制
定
、
変
更
ま
た
は
廃
止 

 

七 

そ
の
他
業
務
ま
た
は
会
計
に
関
し
総
会
で
必
要
と
認
め
た
事
項 

（
書
面
ま
た
は
代
理
人
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
） 

第
三
十
五
条 

会
議
員
は
、
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
通
知
の
あ
っ
た
事
項
に
つ
き
、
書
面
ま
た
は
代
理
人
を
も
っ
て 

議
決
権
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
行
う
者
は
、
出
席
者
と
み
な
す
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
も
っ
て
議
決
権
を
行
う
会
議
員
は
、
あ
ら
か
じ
め
通
知
の
あ
っ
た
事
項
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
賛
否 

を
記
入
し
て
、
こ
れ
に
署
名
ま
た
は
記
名
捺
印
の
う
え
、
総
会
会
日
の
前
日
ま
で
に
こ
の
農
業
会
議
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
会
議
員
が
議
決
権
を
行
わ
せ
よ
う
と
す
る
代
理
人
は
、
他
の
会
議
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

代
理
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
代
理
権
を
証
す
る
書
面
を
こ
の
農
業
会
議
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

前
項
の
書
面
に
は
、
代
理
人
の
身
分
及
び
氏
名
を
明
記
し
、
代
理
人
に
よ
り
議
決
権
を
行
わ
せ
よ
う
と
す
る
会
議
員
が
、
署
名
ま 
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た
は
記
名
捺
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
議
事
） 

 

第
三
十
六
条 

総
会
の
議
事
は
、
出
席
会
議
員
の
過
半
数
で
決
す
る
。
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ 

し
、
会
則
の
変
更
は
、
会
議
員
の
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の
者
が
出
席
し
た
総
会
に
お
い
て
、
出
席
会
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多 

数

に
よ
る
議
決
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
議
長
） 

第
三
十
七
条 

会
長
は
、
総
会
の
議
長
と
な
る
。 

（
議
事
録
） 

 

第
三
十
八
条 

総
会
の
議
事
録
は
、
会
長
及
び
総
会
で
指
名
さ
れ
た
議
事
録
署
名
者
二
人
以
上
が
署
名
ま
た
は
記
名
捺
印
し
て
保
管
す 

る
。 

（
そ
の
他
の
事
項
） 

第
三
十
九
条 

総
会
の
議
事
に
関
す
る
事
項
は
、
法
令
及
び
こ
の
会
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
会
長
が
定
め
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

第
五
章
の
二 

常
任
会
議
員 

（
常
任
会
議
員
の
設
置
） 

第
四
十
条 

こ
の
農
業
会
議
に
常
任
会
議
員
を
置
く
。 

２ 

常
任
会
議
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 

 

一 

第
七
条
第
一
項
第
一
号
の
会
議
員
が
互
選
し
た
者 

十
人 

 

二 

第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
会
議
員 

 

三 

第
七
条
第
一
項
第
三
号
の
会
議
員 
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四 

第
七
条
第
一
項
第
四
号
の
会
議
員
が
互
選
し
た
者 

二
人 

 
五 

第
七
条
第
一
項
第
五
号
の
会
議
員
が
互
選
し
た
者 

二
人 

 

六 
第
七
条
第
一
項
第
六
号
の
会
議
員
が
互
選
し
た
者 

四
人 

 

七 

会
長
及
び
副
会
長
（
前
各
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
） 

３ 

常
任
会
議
員
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
そ
の
地
位
を
失
う
。 

 

一 

会
議
員
で
な
く
な
っ
た
と
き 

 

二 

前
項
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
常
任
会
議
員
に
あ
っ
て
は
、
常
任
会
議
員
を
辞
す
る
こ
と
に
つ
い
て
他
の
常
任 

 
 

会
議
員
の
過
半
数
の
同
意
を
得
た
と
き 

 

三 

前
項
第
七
号
の
常
任
会
議
員
に
あ
っ
て
は
、
会
長
ま
た
は
副
会
長
で
な
く
な
っ
た
と
き 

（
常
任
会
議
員
の
会
議
） 

第
四
十
条
の
二 

こ
の
農
業
会
議
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
処
理
す
る
た
め
、
常
任
会
議
員
の
会
議
を
置
く
。 

 

一 

第
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項 

 

二 

第
五
条
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
項
の
う
ち
、
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
総
会
の
議
決
事
項
と
さ
れ
た
事
項 

 
 

以
外
の
事
項 

２ 

前
項
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
常
任
会
議
員
の
会
議
の
議
決
を
も
っ
て
こ
の
農
業
会
議
の
決
定
と
す
る
。 

３ 

第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
六
条
本
文
及
び
第
三
十
七
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
常
任
会
議
員
の 

会
議
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
準
用
す
る
各
条
文
中
「
総
会
」
と
あ
る
の
は
「
常
任
会
議
員
の
会
議
」
と
、
第 

二

十
九
条
中
「
毎
年
一
回
」
と
あ
る
の
は
、
「
毎
月
一
回
」
と
、
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
及
び
第
三
十
六
条
本
文
中
「
会 

議

員
」
と
あ
る
の
は
「
常
任
会
議
員
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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第
六
章 

会 

計 
（
事
業
年
度
） 

第
四
十
一
条 

こ
の
農
業
会
議
の
事
業
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
。 

（
収
入
） 

第
四
十
二
条 
こ
の
農
業
会
議
の
経
費
は
、
左
に
掲
げ
る
収
入
を
以
っ
て
充
て
る
。 

 

一 

国
が
支
出
す
る
負
担
金 

 

二 

国
ま
た
は
広
島
県
が
交
付
す
る
補
助
金 

 

三 

賛
助
員
が
納
入
ま
た
は
拠
出
す
る
加
入
金
及
び
拠
出
金 

 

四 

寄
附
金 

 

五 

業
務
よ
り
生
ず
る
収
入 

 

六 

そ
の
他
の
収
入 

（
会
計
に
関
す
る
規
定
） 

第
四
十
三
条 

会
計
に
関
す
る
規
定
は
、
会
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
農
業
会
議
が
定
め
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

第
六
章
の
二 

監 

査 

（
監
査
委
員
） 

第
四
十
四
条 

こ
の
農
業
会
議
に
監
査
委
員
三
人
を
置
く
。 

（
選
挙
） 

第
四
十
四
条
の
二 

監
査
委
員
は
、
総
会
に
お
い
て
会
議
員
が
選
挙
す
る
。 

２ 

監
査
委
員
は
、
会
議
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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３ 

監
査
委
員
が
欠
け
た
と
き
は
、
会
議
員
は
遅
滞
な
く
、
後
任
の
監
査
委
員
を
選
挙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
十
四
条
の
三 

選
挙
は
、
三
人
連
記
無
記
名
の
投
票
に
よ
り
行
う
。
た
だ
し
、
前
条
第
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
欠
員
の
数
が
一 

人
の
場
合
は
単
記
無
記
名
投
票
に
よ
り
、
欠
員
の
数
が
二
人
以
上
の
場
合
は
そ
の
欠
員
数
に
相
当
す
る
数
を
連
記
無
記
名
投
票
に
よ 

る
も
の
と
す
る
。 

２ 

第
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
二
十
三
条
第
二
項
ま
で
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
前
項
の
選
挙
に
つ
き
準
用
す
る
。 

（
職
務
） 

第
四
十
四
条
の
四 

監
査
委
員
は
、
毎
年
少
な
く
と
も
二
回
以
上
こ
の
農
業
会
議
の
業
務
及
び
会
計
の
状
況
を
監
査
し
、
そ
の
結
果
を 

会
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

監
査
委
員
は
、
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
前
項
の
監
査
の
結
果
を
総
会
に
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

会
長
は
、
毎
事
業
年
度
の
事
業
報
告
及
び
収
支
決
算
書
を
総
会
に
提
出
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
監
査
委
員
の
審
査
を
受
け
、 

こ
れ
に
対
す
る
監
査
委
員
の
意
見
を
附
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
任
期
） 

第
四
十
四
条
の
五 

第
十
七
条
及
び
第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
監
査
委
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
準
用
す
る
各 

条
文
中
「
会
長
ま
た
は
副
会
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
監
査
委
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

第
七
章 

職 

員 

（
職
員
） 

第
四
十
五
条 

こ
の
農
業
会
議
に
職
員
を
置
く
。 

第
四
十
六
条 

職
員
は
、
会
長
の
命
を
受
け
て
こ
の
農
業
会
議
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

第
四
十
七
条 

職
員
は
、
会
長
が
任
免
す
る
。 
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第
四
十
八
条 

職
員
の
執
務
及
び
業
務
の
執
行
に
関
す
る
規
程
は
、
こ
の
会
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
会
長
が
定
め
る
。 

   
 

附 
則 

（
昭
和
二
十
九
年
八
月
十
八
日 

制
定
附
則
） 

創
立
当
時
の
役
員
の
任
期
は
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
六
ヵ
月
と
す
る
。 

こ
の
農
業
会
議
の
設
立
の
と
き
に
お
け
る
会
議
員
及
び
役
員
は
別
表
の
通
り
と
す
る
。 

以
上
広
島
県
農
業
会
議
設
立
の
た
め
こ
の
会
則
を
作
成
し
て
設
立
委
員
一
同
右
に
署
名
捺
印
す
る
。 

 
 

附 

則 

（
昭
和
三
十
二
年
八
月
二
十
九
日 

改
正
附
則
） 

１ 

こ
の
会
則
は
昭
和
三
十
二
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
会
則
が
施
行
さ
れ
た
後
、
最
初
に
行
わ
れ
る
部
会
長
及
び
職
務
代
理
者
の
互
選
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
条
の
四
第
三
項
に
よ 

っ
て
準
用
さ
れ
る
。
第
十
九
条
第
二
項
第
二
十
条
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条
並
び
に
第
四
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
は
こ
れ
ら 

の
規
定
中
「
部
会
長
」
と
あ
る
の
を
「
あ
ら
か
じ
め
会
長
が
そ
の
部
会
の
承
認
を
経
て
指
名
し
た
者
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
も 

の

と
す
る
。 

３ 

こ
の
会
則
が
施
行
さ
れ
た
後
、
最
初
に
行
わ
れ
る
部
会
長
及
び
職
務
代
理
者
の
互
選
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
条
の
四
の
規
定
中
「
部 

会
の
会
議
」
と
あ
る
の
を
、
「
会
合
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

附 

則
（
昭
和
三
十
三
年
三
月
二
十
八
日 

改
正
附
則
） 

（
略
） 

 
 

附 

則
（
昭
和
三
十
三
年
八
月
二
十
二
日 

改
正
附
則
） 

１
か
ら
３
ま
で
（
略
） 

４ 

昭
和
三
十
三
年
八
月
二
十
二
日
選
任
さ
れ
た
役
員
及
び
、
監
査
委
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
会
則
第
二
十
七
条
及
び
第
四
十
四
条 
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の
五
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
年
と
す
る
。 

 
 

附 

則
（
昭
和
三
十
五
年
三
月
二
十
五
日 

改
正
附
則
） 

（
略
） 

 
 

附 
則
（
昭
和
五
十
五
年
十
月
九
日 

改
正
附
則
） 

こ
の
会
則
は
、
広
島
県
知
事
の
認
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則
（
昭
和
五
十
八
年
三
月
二
十
五
日 

改
正
附
則
） 

 
 

 

こ
の
会
則
は
、
広
島
県
知
事
の
認
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則
（
平
成
三
年
九
月
十
一
日 

改
正
附
則
） 

こ
の
会
則
は
、
広
島
県
知
事
の
認
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則
（
平
成
六
年
八
月
十
七
日 

改
正
附
則
） 

こ
の
会
則
は
、
広
島
県
知
事
の
認
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則
（
平
成
七
年
八
月
一
日 

改
正
附
則
） 

こ
の
会
則
は
、
広
島
県
知
事
の
認
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則
（
平
成
八
年
八
月
二
十
三
日 

改
正
附
則
） 

こ
の
会
則
は
、
広
島
県
知
事
の
認
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則
（
平
成
九
年
三
月
二
十
八
日 

改
正
附
則
） 

こ
の
会
則
は
、
広
島
県
知
事
の
認
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則
（
平
成
十
二
年
三
月
二
十
七
日 

改
正
附
則
） 

こ
の
会
則
は
、
広
島
県
知
事
の
認
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則
（
平
成
十
三
年
三
月
二
十
七
日 

改
正
附
則
） 
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こ
の
会
則
は
、
広
島
県
知
事
の
認
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則
（
平
成
十
四
年
三
月
二
十
六
日 

改
正
附
則
） 

こ
の
会
則
は
、
広
島
県
知
事
の
認
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 
則
（
平
成
十
四
年
八
月
十
三
日 

改
正
附
則
） 

こ
の
会
則
は
、
広
島
県
知
事
の
認
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則
（
平
成
十
六
年
三
月
二
十
四
日 

改
正
附
則
） 

こ
の
会
則
は
、
広
島
県
知
事
の
認
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則
（
平
成
十
七
年
三
月
二
十
三
日 

改
正
附
則
） 

こ
の
会
則
は
、
広
島
県
知
事
の
認
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

た
だ
し
、
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
及
び
第
四
十
四
条
、
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
後 

最
初
に
行
わ
れ
る
常
任
会
議
員
の
互
選
の
日
及
び
監
査
委
員
の
選
挙
の
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 

附 

則
（
平
成
二
十
二
年
八
月
四
日 

改
正
附
則
） 

こ
の
会
則
は
、
広
島
県
知
事
の
認
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附
則
（
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
九
日
改
正
附
則
） 

こ
の
会
則
は
、
広
島
県
知
事
の
認
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附
則
（
平
成
二
十
五
年
八
月
九
日
改
正
附
則
） 

こ
の
会
則
は
、
広
島
県
知
事
の
認
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 


